
東日本大震災に対応した男女共同参画局の取組 
 

 

【女性や子育てのニーズへの対応】 
 

・ ３月１６日 「女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応について」   ・・・  １ 

（避難所等での生活に関する対応の依頼）を取りまとめ 
 

・ ４月４日  「東日本大震災に関しての女性や子育てのニーズを踏まえた ・・・  ３ 

      被災者支援等について」を取りまとめ 

 ・ ５月２３日 「女性の視点・ニーズを反映した避難所での好事例」を取りまとめ・・・４ 
 

 

【男女共同参画局職員の派遣】  女性のニーズ等の把握のため継続的に派遣 
 

 

【相談窓口関係】 
 

・ ３月２４日 「女性被害者に対する相談窓口の設置及び周知並びに懸念  ・・・  ６ 

される女性に対する暴力への対応について」の働きかけ 

・ ５月１０日 女性の悩み・暴力相談事業の開始（岩手県・盛岡市と共同） ・・・  ７ 
 

 

【壁新聞、地方紙等による広報】 
 

・ ４月１日  東日本大震災への男女共同参画の視点を踏まえた被災者支援等のＨＰを開設 

      〈http://www.gender.go.jp/saigai.html〉 

・ ４月１１日 地方紙（政府広報）  女性の相談窓口を掲載       ・・・  ８ 

・ ４月１１日 壁新聞第３号 「女性の悩み相談を受け付けています」   ・・・  ９ 

・ ４月２６日 壁新聞第７号 「女性・子育て中の方へのお役立ち情報」  ・・・ １０ 

・ ４月２６日 生活支援ニュース第４号 （女性・子どもの安全を特集）  ・・・ １１ 

 

【女性のニーズに対応した支援の取りまとめ】 
 

・ 政府全体の女性のニーズに対応した取組の取りまとめ          ・・・ １２ 
 

 

【復興関係】 
 

・ ４月２６日 復興・生活再建への女性の視点：阪神・淡路大震災等    ・・・ １９ 

における参考事例を取りまとめ 

 ・ ４月２６日 男女共同参画会議議員提言                ・・・ ２０ 

・ ５月１１日 女性の就労支援等に有用な情報の一覧を取りまとめ     ・・・ ２１ 

・ ６月６日  男女共同参画推進連携会議議員提言            ・・・ ２２ 

・ ６月２８日 東日本大震災復興に向けてのシンポジウム in 宮城      ・・・ ２４ 

        ～今こそ女性のパワーを発揮しよう！～ 
 

 

【参考資料抜粋】 
 

・ 第３次男女共同参画基本計画（平成２２年１２月１７日閣議決定）    ・・・  ２６ 

・ 防災基本計画（平成２０年２月中央防災会議決定）           ・・・  ２７ 

・ 被災地等における安全・安心の確保対策（平成２３年４月６日局長級ＷＴ決定）・・・２８ 

・ 東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針 ・・・  ３０    

（平成２３年５月２０日平成 ２３年東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部） 

 ・ 東日本大震災復興基本法案 

（平成２３年６月９日 衆・委員長提案 ６月１０日衆議院本会議で可決）・・・  ３１ 



 



女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応について 
（避難所等での生活に関する対応の依頼） 

 
 

平成２３年３月１６日 

内閣府男女共同参画局 

（３月２４日一部修正） 

 

 平成２３年東北地方太平洋沖地震に関し、女性や子育て家庭にとって、被災地での

避難生活を少しでも安全・安心なものとし、被災者の肉体的・精神的負担を緩和する

ため、当面、以下のような措置を適切に講じるよう、関係機関（現地支援対策室を含

む。）において配意いただきたい。また、これらに加え、現地の女性や子育てのニー

ズを把握しながら、対応していただくよう、お願いする。 

 

 

【１】 避難所で提供する物資に含めるもの  
 

既に要請を行っているが、改めて早急な対応をお願いする。 
 

  （１）生理用品 

  （２）おむつ  （おしり拭きもあるとよい。） 

  （３）粉ミルク （個包装タイプが衛生的で便利。ブロックタイプもある。） 

          （粉ミルクを溶かすためのきれいな湯・水にも配慮が必要。） 

  （４）哺乳ビン （哺乳ビン用の乳首も必要。消毒器具もあるとよい。） 

  （５）離乳食  （食べさせるための小型スプーンも必要） 
   

※ この他、女性など現場の要望に耳を傾けながら、物資の選定をお願いしたい。 

  

【２】女性や子育てに配慮した避難所の設計 
 

  避難所での生活が安定していく中で、可能なものから対応を進めていただきたい。 
 

  （１）プライバシーを確保できる仕切りの工夫 

  （２）男性の目線が気にならない更衣室・授乳室、入浴設備 

  （３）安全な男女別トイレ 

（４）乳幼児への対応 

     ※乳幼児が泣き続けたり走り回ったりすれば、親にも大きなストレス。 

     ・乳幼児が安全に遊べる空間の確保。 

     ・乳幼児のいる家庭用エリアの設定 

（夜泣きなどにお互い様で寛容。悩みも話し合えて、助け合える。） 
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【３】女性のニーズ等を反映した避難所の運営体制等 
 

避難所の体制や支援体制を整える中で、可能なものから対応を進めていただきた

い。 

   

  （１）現地支援体制による女性のニーズの把握 

（国や県による女性職員の現地派遣と女性等のニーズの汲み取り） 

   ※ 要すれば、内閣府男女共同参画局からの要員派遣も可能。 
 

（２）各避難所の運営体制への女性の参画 （女性の視点や声・悩みを反映） 

  （３）避難所に意見箱を設置 

  （４）地域の医療機関、助産機関、保健センター、保育・教育機関、男女共同参

画センター等との連携 

  （５）女性医師・保健師や女性相談員による悩み相談サービスの提供とその周知 

     （子育てに関する悩み、女性に対する暴力に関する悩み等） 

 

   

【４】女性に対する暴力を防ぐための措置 
  

 災害現場や避難所生活等において、性犯罪や配偶者間暴力等が懸念されており、

関係機関においては、そうしたことを特に意識した上で、予防と被害者支援の取組

を進めていただきたい。 

  

 （１）警察など関係機関における警備強化 

  （２）性犯罪や配偶者間暴力等についての相談サービスの提供とその周知 

  （３）安全な環境の整備 

     ・男女別トイレ、安全に行ける場所へのトイレの設置、防犯ブザーの貸し

出し 

  （４）女性への注意喚起 

     ・人目のないところを一人で歩かない、明るい時間に移動する、 

      移動するときには声を掛け合う   

 

【５】妊婦等への配慮 
 

○  妊婦については、病院・産院への迅速な搬送や負担の大きな業務に従事さ

せないことなど、特段の配慮を行う必要がある。 
  

○  高齢者、障害者、外国人等についても、それぞれに困難に直面することが

あり、知見を有する機関からの適切な助言を踏まえ、対応をお願いしたい。 
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事 務 連 絡 

平成２３年４月４日 

各都道府県・政令指定都市 

男女共同参画主管課 御中 

内閣府男女共同参画局 

 

 東日本大震災に関しての女性や子育てのニーズを踏まえた 

被災者支援等について 

 

 東日本大震災に関しては、女性や子育てのニーズを踏まえた災害対策をこれまでも

お願いしているところ（別添参照）ですが、被災地の状況等を踏まえると、以下の点

についてもご配慮いただきたく、関係機関への働きかけ等よろしくお願いいたします。 

 

１．暴力相談窓口、女性相談窓口の周知 

別紙雛形を作成しましたので、自治体ごとの情報を記入いただき、避難所での掲

示等にご活用ください。 
  

２．ボランティアの安全 

ボランティアに従事する人が、性犯罪等に巻き込まれることのないよう注意喚起

をお願いします。 
  

３．避難所の運営における女性の意見の反映 

避難所の運営に当たっては、女性の意見が十分に反映されるようお願いします。 
  

４．避難所等における好事例 

  避難所の安全・安心について、以下のような好事例がありましたので、ご参考に

してください。 

○ 女性・子供に対する防犯ブザーやホイッスルの配布 

 ○ 屋外トイレ周辺の夜間照明 

○ 自警団による避難所及び住宅周辺の見回り 

○ 外から見えない女性下着等の洗濯物干し場 
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女性被災者に対する相談窓口の設置及び周知 

並びに懸念される女性に対する暴力への対応について 
 

平成２３年３月２４日 

内閣府男女共同参画局 
 

１．避難所等で生活する女性に対する相談窓口の開設とその周知 
 

 ○ 避難所等で生活する女性は、多様な悩みを抱えており、また、女性に対して相

談しやすい悩みもあることから、避難所等で生活する女性のための相談窓口を

開設するとともに、これを幅広く効果的に周知していくことが重要である。 
 

○ 周知に当たっては、避難所以外にも、親戚・知人等の家庭や公営住宅・仮設住

宅等での避難生活を送られる方もおり、そうした方にも周知されるよう配慮い

ただきたい。 
 

○ 女性に対する相談窓口の開設・運営に当たっては、これまでに実施実績のある

男女共同参画センターや民間団体を積極的に活用するとともに、相談内容が更

に多様になることが予想されることから、幅広い関係機関との連携を強化し、

対応していく必要がある。 
 

○ 相談を通じて把握した女性や子育てのニーズについては、適切に、支援の向上

につなげていくことが重要である。 
 

２．女性に対する暴力の予防のための取組の実施と、相談窓口や相

談サービスについての避難所等での周知 
 

 ○ 避難所等での生活が長引く中で、性暴力や配偶者間暴力等の女性に対する暴力

への懸念が広がっており、関係機関と連携の上、「人目のないところを一人で

歩かない」などの注意喚起を含め、その予防に努めることが重要である。 
 

 ○ また、被害に悩む女性に対する支援も必要であり、例えば以下の相談窓口・相

談サービスについての周知が必要である。 
 

・ＤＶ相談ナビ  （０５７０－０－５５２１０。 

最寄りのＤＶ相談サービスを案内、電話を転送。） 
 

・パープルダイヤル（０１２０－９４１－８２６。３月２７日２２時まで。

内閣府事業。性暴力や配偶者間暴力被害の無料相談） 
    

 ・地方自治体や民間団体が提供している相談サービス・相談窓口。 
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東日本大震災における女性の悩み・暴力相談事業について 

 

平 成 ２ ３ 年 ５ 月 

内閣府男女共同参画局 

 

東日本大震災の被災地においては、今後、長引く避難生活や生活不安などの影響

によるストレスの高まりなどから、女性が様々な不安・悩み・ストレスを抱えるこ

とや、女性に対する暴力が生じることなどが懸念されている。 

そのため、これまで地域において女性の悩みや暴力に関する相談を行ってきた自

治体と共同で女性の悩み・暴力相談窓口を開設し、電話により相談を受け付けると

ともに、相談員が避難所等を訪問し、被災女性から直接相談を伺うことにより、被

災地において女性が安心して相談できる相談サービスを提供する。 

 

（１）期間：平成 23 年５月 10 日（火）～11 月 10 日（木） 
 

（２）体制： 

（主催）内閣府 

（協力）岩手県、盛岡市 

（実施）もりおか女性センター（ＮＰＯ法人参画プランニング・いわて） 
 

（３）事業内容 

① 電話相談 

番号 ： ０１２０－２４０－２６１ 

時間 ： 午前 10 時～午後５時  ※ 土日祝日を含む 
 

② 避難所等訪問 

自治体等と相談しつつ現地の事情を踏まえて週３日程度沿岸地域の避難

所等を訪問。 

 

（※）今後他の自治体においても実施を検討 
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